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噂

品調

昭
和
十
三
年
度
珠
算
任
論
ず

汐

見

げ
h
H

白
民

第

劃
期
的
の
橡
算

絞
費
膨
脹
の
趨
勢
は
近
世
同
家
財
政
に
随
仲
す
る
共
通
現
象
で
あ
っ
て
経
費
膨
脹
の
法
則
な
る
言
葉
が
唱
へ
ら
れ
て
ゐ
る
程
で
あ

る
が
、
此
の
趨
勢
は
最
近
の
我
が
園
出
家
財
政
に
於
て
特
に
明
か
に
看
取
出
来
る
の
で
あ
る
。
我
が
国
家
歳
出
で
最
も
大
た
る
数
字
を

示
し
て
ゐ
た
の
が
昭
和
八
年
度
の
決
算
(
一
一
十
二
億
五
千
四
百
高
圃
)
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
十
一
年
度
の
決
算
(
二
十
二
億
八
千
二
百

高
風
)
は
之
を
凌
ぎ
、
昭
和
十
二
年
度
環
算
(
三
十
四
億
八
千
八
百
高
闘
)
と
昭
和
十
=
↓
年
度
諌
算
(
三
十
五
億
一
千
四
百
寓
闘
)
に
至

り
で
は
更
に
記
録
を
明
に
し
て
ゐ
る
。
勿
論
、
昭
和
十
二
年
度
議
算
の
中
か
ら
は
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
中
へ
五
億
二
T
七
百
高
副

が
繰
り
入
れ
ら
れ
之
を
差
引
か
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
二
十
九
億
八
千
一
百
諸
国
残
っ
て
ゐ
る
。
叉
昭
和
十
一
二
年
度
強
算

は
賀
行
議
算
を
編
成
す
る
事
に
よ
っ
て
一
億
三
千
三
百
席
闘
が
節
約
せ
ら
れ
た
が
共
れ
で
も
三
十
三
億
八
千
高
閣
の
巨
額
を
一
不
し
、

更
に
来
る
ぺ
-
昔
、
第
七
十
四
同
帝
園
議
舎
に
追
加
議
算
の
出
る
事
を
考
へ
忍
と
正
に
劃
期
的
の
珠
算
と
云
は
ね
ば
た
ら
ね
。

以
上
漣
べ
た
の
は
一
般
世
田
計
後
算
の
み
で
あ
る
。
之
に
卦
し
特
別
舎
計
は
近
年
比
入
り
共
の
教
を
増
し
三
十
九
を
算
し
一
般
舎
計

昭
柑
十
三
与
度
議
算
を
諭
ず

第
四
十
七
巻

!!fl 
五

第

銃

カ4



昭
和
十
三
年
度
珠
算
を
論
ず

第
四
十
七
巻

第
三
銃

四
O 

四
プ之

を
加
へ
る
と
四
十
を
数
へ
る
の
で
あ
る
。
臨
時
軍
事
費
特
別
舎
計
を
除
き
た
る
三
十
八
の
特
別
舎
計
を
各
省
別
に
す
る
と
、
次
の
結

某
を
得
る
の
で
あ
る
。

外
務
省
所
管
:
・
一
、
封
文
文
化
事
業

大
藤
省
所
管
-
:
一
一
、
造
幣
局
=
一
、
印
刷
局
問
、
等
質
局

玉
、
大
蔵
省
預
金
部
六
、
教
育
基
金
七
、
闘

債
整
刊
一
基
金
八
、
公
債
金
九
、
固
有
財
産
整

開
資
金
十
、
数
育
改
普
及
農
村
振
興
基
金

十
一
、
金
者
金
十
-
寸
劇
官
用
品
目

除
草
省
所
管
十
三
、
陀
軍
詑
兵
廠
十
四
、
千
住
製
織
所

海
軍
省
所
管
・
・
十
五
、
海
軍
工
廠
賛
金
十
六
、
海
軍
火
薬
廠

十
七
、
海
軍
燃
料
廠

文
部
省
所
管
・
・
十
八
、
帝
国
大
串
十
九
、
官
立
大
事

壊
波
及
国
書
館

農
林
省
所
管
・
二
十
一
、
米
穀
需
給
調
節

十、

二
十
二
、
締
償
安
定

施
設
二
十
三
、
森
林
火
茨
保
険
ニ
+
四
、
漁

船
再
保
険
二
十
玉
、
家
脅
再
保
険

逓
信
省
所
管
:
一
二
十
六
、
靖
信
事
業

鍛
遺
省
所
管
・
二
十
七
、
帝
園
鍛
道

拓
務
省
所
管
二
十
八
、
朝
鮮
線
督
府
二
十
九
、
朝
鮮
鍬
道
用

口
川
賞
ム
紘
一
九
十
、
朝
鮮
簡
易
生
命
保
険
、
口
一
山
l

一、

事
務
線
督
府
=
一
十
一
一
、
蓋
務
官
設
銭
選
用
品
賛

金
=
一
十
一
一
一
、
樺
太
臨
三
十
四
、
南
洋
蹴

厚
生
省
所
管
・
・
三
十
宜
、
健
康
保
険
三
十
六
、
勢
働
者
災
害

扶
助
賢
任
保
険
三
十
七
、
簡
易
生
命
保
険

三
十
八
、
郵
便
年
金

一
般
舎
計
の
膨
脹
も
之
を
注
意
せ
ね
ば
た
ら
ね
が
、
此
等
特
別
合
計
の
経
費
の
膨
脹
を
も
併
せ
考
へ
る
と
移
し
き
数
字
に
上
る
の

で
あ
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
臨
時
軍
事
費
特
別
世
田
計
が
設
峠
り
ら
れ
た
事
で
②
る
。
昭
和
十
二
年
九
月
十
日
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
が
換
算
綿
額
が
七
十
三
億
九
千
高
闘
に
上
っ
て
ゐ
る
。
昭
和
十
三
年
度
分
に
支
出
せ
ら
る
べ
き
粧
費
が
犬
艦
四
十
八
億
五
千
世
間
国

事
費
特
別
舎
計
で
あ
る
c

と
云
ふ
風
に
た
っ
て
ゐ
る
。
早
一
軍
の
活
動
を
し
て
遺
憾
な
か
ら
し
む
る
矯
め
に
財
政
の
積
磁
性
を
最
も
よ
く
帯
広
揮
し
た
の
が
臨
時
軍

昭
和
十
三
年
八
月
に
入
り
開
和
十
三
年
度
強
算
に
つ
き
一
般
舎
計
特
別
舎
計
に
わ
た
り
賓
行
設
算
を
作
製
し
て
歳
出
の
節
約
を
行



っ
た
。
賀
行
珠
算
は
、
議
算
不
成
立
の
忽
め
前
年
度
強
算
を
施
行
す
る
際
の
も
の
と
成
立
環
算
の
範
圏
内
に
於
て
節
約
を
す
る
場
合

の
も
の
と
の
二
つ
に
分
れ
る
が
、
昭
和
十
三
年
度
の
分
は
後
者
で
あ
る
。
一
古
は
Y
財
政
の
消
極
性
を
示
し
て
ゐ
る
。

同
じ
昭
和
十
三
年
度
晴
朗
算
を
め
ぐ
っ
て
財
政
の
積
極
性
と
消
極
性
と
の
雨
商
が
窺
は
れ
る
詩
で
あ
る
。
先
づ
臨
時
軍
事
費
特
別
舎

計
以
外
の
昭
和
十
三
年
度
抽
出
算
を
研
究
し
、
申
叫
に
財
政
の
積
極
面
と
し
て
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
の
内
容
を
明
か
に
し
、
更
に
財
政

の
消
極
商
と
し
て
賀
行
強
算
の
編
成
を
調
べ
、
最
後
に
昭
和
十
四
年
度
強
算
の
展
望
を
試
み
た
い
の
で
あ
る
。

第

昭
和
十
一
一
一
年
度
鴻
算
の
槍
討

第
七
十
三
岡
帝
閣
議
舎
の
協
賛
を
経
た
る
昭
和
十
三
年
度
珠
算
は
、

一
般
舎
計
及
特
別
会
計
を
通
じ
本
殻
算
の
外
忙
治
加
抽
出
算
第

ご
務
、
第
二
税
、
第
三
競
よ
り
在
っ
て
ゐ
る

G

我
が
園
家
財
政
を
組
織
す
る
此
の
間
十
の
合
計
の
中
で
中
心
を
在
す
も
の
は
矢
張
り

一
般
曾
計
で
あ
る
。
と
れ
先
づ
昭
和
十
三
年
度
一
般
合
計
珠
算
を
検
討
す
る
所
以
で
あ
る
。

昭
和

v

十
三
年
度
一
川
似
合
計
歳
出
没
算
を
所
管
別
に
調
ぺ
る
と
第
一
表
ど
得
る
事
が
川
来
る
。
向
、
比
較
の
使
宜
の
矯
め
に
昭
和
十

三
年
度
晴
嵐
算
額
が
改
算
前
年
度
珠
算
額
(
昭
和
十
二
年
度
成
立
抽
出
算
額
よ
り
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
に
移
し
整
理
せ
ら
る
べ
き
橡
算

額
を
樫
除
し
た
る
も
の
)

に
封
し
て
占
む
る
増
減
額
を
掲
ぐ
る
事
と
し
た
。

昭
和
十
三
年
度
預
算
を
改
算
前
年
度
橡
算
に
比
較
す
る
に
、
歳
出
絞
常
部
に
て
こ
億
三
千
八
百
六
十
六
寓
闘
を
歳
出
臨
時
部
に
亡

二
億
九
千
四
百
十
六
寓
闘
を
合
計
に
て
五
億
三
千
二
百
入
十
三
高
園
を
増
し
結
局
三
十
五
億
一
千
四
百
五
十
二
寓
聞
と
一
云
ふ
数
字
を

示
し
て
ゐ
る
。
以
下
、
各
省
別
に
十
三
年
度
歳
出
を
一
瞥
し
た
い
。

昭
和
十
三
年
度
珠
算
を
諭
ず

第
四
十
七
巻

一
二
四
七

第

披

四



昭
和
十
三
年
度
珠
算
を
論
ず

第
四
十
七
巻

凶
j'，、

第
-
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昭
和
十
=
一
年
度
一
般
曾
計
歳
出
頭
算
所
管
別
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千
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費ff省

昭
和
十
一
一
一
年
度

二=丸、一一吾'

三
、
一
二
七

一回豆、七人口

=一、五一回、吾一一

外
務
省
は
前
年
度
に
比
し
経
常
部
に
於
て
九
十
一
時
闘
を
増
し
、
臨
時
部
に
於
て
四
百
六
十
五
市
内
閣
を
減
じ
、
結
局
四
千
九
百
八

内た

政

{i 

ト
阿
市
内
閏
を
支
出
し
て
ゐ
る
。

海陣

Jlt .1fi 

". 
寸i

内
務
省
は
経
常
部
に
て
七
十
市
内
闘
を
減
じ
臨
時
都
に
て
五
百
六
十
八
市
内
闘
を
増
し
‘

省

司

法

省省

文

林部

農I崎

:r: 

厚拓遮

務 信旦三

二
億
七
千
九
百
九
市
内
闘
と
在
っ
て
ゐ
る
。
前



年
度
よ
り
三
千
町
内
闘
を
榊
し
一
位
三
千
起
因
と
な
っ
た
臨
時
地
忘
財
政
補
給
金
を
始
め
と
し
て
補
助
突
が
一
応
七
千
五
百
五
十
八
山

闘
を
占
め
、

そ
れ
に
警
察
費
連
帯
支
緋
金
二
千
四
百
九
十
五
諸
国
に
上
る
か
ら
、
此
官
?
を
控
除
す
る
と
狭
義
の
内
務
省
費
は
七
千
瓜

闘
に
止
ま
る
の
で
る
る
。

大
蔵
省
資
は
経
常
郊
に
て
こ
億
二
千
五
百
十
九
崎
副
を
臨
時
部
に
て
三
位
五
千
九
十
三
時
闘
を
榊
し
、
十
一
低
五
千
三
十
三
兆
闘

に
上
っ
て
ゐ
る
。
然
し
園
偵
費
に
五
位
八
千
一
百
七
十
九
高
園
を
支
出
し
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
に
三
位
千
七
百
十
六
高
闘
を
支
出

し
て
ゐ
る
事
を
考
へ
、
更
に
四
百
九
十
四
山
崎
闘
の
怖
助
費
と
八
千
町
内
閣
の
閑
庫
漆
備
金
と
を
差
引
く
と
、

一
億
六
千
六
十
高
闘
の
狭

読
の
大
蔵
省
貨
が
成
る
の

J

に
あ
る
。

陸
軍
省
は
経
常
部
に
於
て
五
千
百
九
十
な
諸
国
を
減
じ
陥
時
部
氏
於
て
一
位
九
百
五
寸
五
一
両
国
を
減
じ
、
結
局
五
位
六
千
六
百
七

十
五
島
屈
と
な
っ
て
ゐ
る
。
海
軍
省
費
は
経
常
部
に
於
て
二
千
十
三
官
同
闘
を
増
し
臨
時
部
に
於
て
二
千
三
百
七
十
一
寓
闘
を
減
じ
結

局
六
億
八
千
三
十
八
高
圃
と
な
っ
て
ゐ
る
。
支
那
事
情
型
下
に
於
て
陸
海
軍
省
資
が
前
年
度
よ
り
減
じ
更
に
陸
軍
省
の
経
費
が
海
軍
省

の
経
費
よ
り
少
く
な
っ
て
ゐ
る
の
は
不
可
解
の
様
で
あ
る
が
、

と
れ
部
隊
及
枇
舶
の
出
征
等
に
闘
す
る
絞
費
が
臨
時
軍
事
費
特
別
舎

計
に
計
上
せ
ら
れ
て
ゐ
る
結
果
で
あ
る
。
日
露
戦
争
の
常
時
に
一
般
舎
計
に
於
て
軍
事
突
が
激
減
し
て
ゐ
る
の
と
軌
を
一
に
す
る
の

な
あ
っ
て
、
臨
時
軍
事
費
特
別
命
日
計
を
研
究
す
る
必
要
あ
る
則
以
で
あ
る
。

司
法
省
費
は
五
千
七
十
九
高
閣
ぜ
あ
っ
て
、
前
年
し
反
と
大
差
を
見
泣
い
の
で
あ
る
。

文
部
省
費
は
一
億
四
千
六
百
五
十
五
市
内
闘
で
あ
ワ
て
、

と
れ
亦
前
年
度
と
大
差
が
友
い
の
で
あ
る
。
文
部
省
費
の
中
で
小
島
T

校
毅

員
俸
給
分
捲
金
入
千
五
百
市
内
副
の
外
に
各
種
補
助
会
が
千
四
百
八
十
市
内
園
に
上
ワ
て
ゐ
る
か
ら
、
狭
義
の
支
部
符
費
は
四
千
古
門
岡
蜜

昭
和
十
三
年
度
珠
算
を
論
ず

第
四
十
七
巻

Eヨ
九

第

競

四



昭
和
十
=
一
年
度
珠
算
を
諭
ヂ

第
四
十
七
巻

4

一一五

C

告存

続

四
四

で
あ
る
。

農
林
省
費
は
一
億
二
千
九
百
五
十
岡
高
園
に
上
り
、
前
作
度
に
比
す
る
と
粧
常
部
に
於
て
七
十
三
高
周
を
減
じ
臨
時
部
に
於
て
四

百
五
十
四
寓
闘
を
増
し
て
ゐ
る
。
共
の
中
で
補
助
費
の
合
計
が
七
千
六
百
三
十
高
闘
に
上
つ

τゐ
る
か
ら
、
残
飴
は
約
五
千
寓
闘
で

あ
る
。商

工
省
費
は
五
千
二

E
六
十
四
禽
闘
で
あ
り
て
、
粧
常
部
に
て
五
寸
入
車
闘
を
品
川
市
し
臨
時
制
で
千
三
百
六
十
一
高
闘
を
掛
川
し
非
常

紅
躍
進
絞
り
一
γ
る
み
。
商
工
業
に
針
L
て
自
由
放
任
主
義
な
行
っ
て
ゐ
た
平
常
時
と
呉
り
、
生
耐
力
の
樹
党
、
閥
際
牧
支
の
均
衡
及

物
資
需
給
の
調
整
等
の
施
設
に
よ
っ
で
「
物
の
粧
品
何
」
の
園
策
を
樹
立
す
る
際
で
あ
る
か
ら
商
工
省
費
の
膨
脹
は
営
然
で
あ
る
。
但
し

商
工
省
の
臨
時
費
四
千
五
百
三
十
四
高
闘
の
大
部
分
邸
ち
三
千
寓
国
は
補
助
費
の
形
で
支
出
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

遁
信
符
費
は
前
年
度
に
比
し
粧
常
部
に
於
て
千
四
百
九
十
二
高
闘
を
臨
時
部
に
於
て
六
百
三
十
一
寓
闘
を
増
し
、
結
局
二
信
二
千

九
百
十
五
官
内
閣
に
上
っ
て
ゐ
る
。
活
信
行
の
補
助
費
二
千
二
百
市
内
闘
も
元
よ
り
注
目
ず
べ
き
で
あ
る
が
、
刊
に
草
要
た
る
は
年
金
及

恩
給
一
億
九
千
五
百
十
九
高
附
で
あ
る
。
此
の
問
者
を
差
引
く
と
時
間
り
は
千
三
百
寓
附
と
た
る
。

拓
務
符
費
は
三
千
百
十
二
高
闘
で
あ
っ
て
、
絞
山
品
部
に
於
て
十
一
一
局
倒
を
増
し
、
臨
時
部
に
於
て
二
百
三
十
九
高
闘
を
減
じ
て
ゐ

る
。
約
三
分
の
一
に
営
る
令
額
即
ち
千
百
五
十
七
高
闘
を
梢
助
費
と
し
て
支
出
し
て
ゐ
る
。

厚
生
省
は
前
年
度
の
途
中
に
成
立
せ
し
も
の
で
あ
り
且
つ
銃
後
の
施
設
を
は
か
る
中
心
の
機
関
で
あ
る
か
ら
本
年
度
は
共
の
経
費

が
膨
脹
す
る
の
で
あ
る
。
印
ち
厚
生
符
費
は
経
常
部
に
於
て
二
千
六
百
三
十
七
高
闘
を
臨
時
部
に
於
て
五
千
三
百
十
四
高
閣
を
増
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
同
和
十
三
年
度
の
厚
生
符
費
一
位
四
千
三
百
高
闘
の
中
で
訴
事
扶
助
費
五
千
四
百
十
九
寓
回
、
軍
人
援
議
事
業



助
成
費
千
七
百
寓
閥
、
傷
痕
軍
人
保
護
諸
費
三
千
五
百
三
十
高
闘
を
合
計
じ
て
一
億
ム
ハ
百
五
十
高
闘
を
占
め
て
ゐ
る
か
ら
厚
生
省
の

活
動
が
如
何
に
時
局
に
必
要
た
る
か
を
知
る
の
で
あ
る
。
街
、

一
億
四
千
三
百
席
闘
の
厚
生
省
費
の
中
で
四
千
十
寓
闘
は
補
助
費
の

形
で
支
出
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

一
般
命
日
計
預
算
ど
各
省
別
に
一
瞥
し
た
の
で
あ
る
が
、
コ
一
十
五
億
干
四
百
五
十
二
高
闘
の
支
出
の
少
な
か
ら
ざ
る
部
分
は

各
省
の
自
由
に
な
ら
ぬ
も
の
で
る
っ
て
節
減
の
徐
地
の
少
き
を
思
は
し
め
る
の
で
あ
る
。
更
に
進
ん
で
特
別
舎
計
の
昭
和
十
三
年
度

l;.t 
-ヒ

珠
算
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

但
し
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
は
他
の
特
別
合
計
と
性
質
を
異
に
し
て
ゐ
る
か
ら
此
を
後
陀
譲
り
、

誌
に
は
他
の
一
一
一
十
八
の
特
別
合
計
の
み
に
考
察
h
t
限
品
事
止
し
た
。

一
般
合
計
と
一
二
卜
八
特
別
舎
計
と
は
相
十
止
に
密
接
な
る
閥
係
を

い

H
し
こ
ゐ
る
山
ら
単
純
に
此
等
な
ん
は
計
ヤ
炉
心
事
は
無
意
味
で
ふ
品
。

乙
れ
第
二
夫

K
M仰
十
一
一
一
年
度
強
算
純
計
を
妨
げ
前
年
度
珠
算

と
比
較
し
て
増
減
を
明
か
に
し
た
所
以
で
あ
る
。

第
ニ
衰

昭
和
十
三
年
度
漁
匁
純
計
前
年
度
比
較
表
(45

-
昭
和
十
三
年
度
歳
出
額
一
前
年
度
理
算
額
一
前
年
度
に
比
し
笠
岡
(
ム
)

一

般

合

計

珠

釦

十

一

-
4一
目
、
主
一
一
、
四
一
千
話
、
国
八
人
、
八
九
九

4-
一一玉、三一、九五七

三
十
八
特
別
合
計
海
算
一
一
回
、
口
口
一
、
圭
一
回
、
き
三
一
=
一
、
二
六
九
、
口
実
、
さ
ハ
ノ
一
主
ニ
、
一
天
入
、
ニ
孟

合
計
一
一
昔
、
主
主
、
八
人
六
、
三
也
一
一
円
、
七
五
七
、
九
実
二
三
一
室
也
、
九
一
口
、
一
九
一

「
l
!
l
i
l
l
l
i
l
i
-
-
!
I
l
i
l
l
l
i
-
-
-ー
ー

ト

1
1
1
1
1
1
l
l
I
l
l
i
-
-
L
i
l
l
i
-
-
l
i
f
i
l
i
-
-
L
I
l
i
-
-
1
I
l
l
l
i
-
-
-
-
i

一
相
互
重
複
分
控
除
額
一
一
三
一
一
司
王
一
三
、
き
九
一

z
J
一
九
口
、
八
五
一
、
九
七
六
一
三
芝
、
三
九
、
一
宍
七

一
隅
時
軍
事
費
特
別
曾
計
ま
重
複
分
除
算
額
一
円
、
一
一
回
目
、
口
七
ニ
、
一
一
I

d

-

-

一、しき也、

g
玉、
E

玉
三
一
一
品
、
霊
七
、
実
六
、
き
一

畑
山
崎
山
一
…
欄
慨
一
時
紙
一
一
附
髄
一
一
、
芸
、
人
口
玉
、
喜
一
一
回
、
八
五
也
、
一
五
人
、
穴
八
八
一

A

一一、八宅、回会一、九回
E

珠

算

額

一

三

九

一

一

、

室

、

三

一

一

↑

玉

、

八

口

一

一

、

八

一

主

一
i

一
莞
、
室
、
七
日

純

計

昭
和
十
一
一
一
年
度
環
算
を
諭
ず

第
四
十
七
巻

E.. 

第

掠

四
五



昭
和
十
一
一
一
年
度
濠
算
を
論
ず

第
四
十
七
巻

.n.. 

告主

披

四
宍

昭
和
十
二
年
度
一
般
合
計
は
二
一
十
五
億
千
四
百
丘
十
二
高
困
、

ユ
十
八
特
別
合
計
は
百
四
十
億
百
三
十
六
高
岡
、

合
計
百
七
十

五
億
千
五
百
八
十
八
前
闘
に
上
る
の
で
あ
る
が
、
抽
出
算
純
計
額
を
算
削
す
る
と
六
十
億
九
千
二
百
四
十
七
肉
闘
と
な
る
の
す
あ
る
。

晴
朗
算
純
計
額
と
し
て
は
一
般
舎
計
と
三
十
八
特
別
曾
討
を
通
じ
て
の
相
互
間
の
京
在
部
分
を
開
除
す
る
事
は
活
況
と
左
つ

τ
ゐ
る
の

で
-
あ
る
が
、
H

訟
に
は

l
!大
破
省
主
計
局
一
(
附
和
十
三
年
反
珠
算
提
製
)
の
試
築
に
北
一
き
|
|
共
の
ヒ
に
臨
時
事
事
耐
火
特
別
合
計
と
一

t
T
4
1
長引

:

L
一f
H
j
-
T
f
r
-
〉
一

f
-
h
宮川、ー一
LtTjr
ノ
、

耐
叫
ん
稲
計
U
A

三
十
/
収
日
E

一
一
品
主
江
司
一
哲
古
ノ
y
を
医
事
[

更
に
闘
債
米
穀
詮
忽
及
鐙
総
説
中
亦
の
併
換
償
還
額
が
歳
入
歳
出
の
雨
両
に

抑
制
は
れ
て
ゐ
る
の
在
内
除
し
た
の
?
あ
る
。

此
の
計
慌
に
上
る
・
ふ
く
昭
和
十
-
年
皮
の
岡
家
族
年
は
陥
剛
時
軍
事
焚
州
間
合
計
を
絵
〈
と

六
十
億
九
千
二
百
四
ト
ヒ
高
同
と
た
る
。
依
り
に
地
方
財
政
を
一
一
十
億
闘
と
し
巾
央
地
方
聞
の
定
複
勘
定
三
億
闘
と
見
込
む
と
中
央

地
方
を
通
じ
て
我
が
財
政
の
幅
は
七
十
八
億
闘
と
云
ふ
数
字
を
得
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
計
算
を
昭
和
十
二
年
度
に
つ
い
て
行
ふ
と

七
十
五
億
闘
と
云
ふ
数
字
を
得
る
の
で
あ
る
。
昭
和
十
二
年
度
の
七
十
五
億
闘
よ
り
昭
和
十
三
年
度
の
七
十
八
億
悶
と
左
っ
た
と
云

ふ
事
、

こ
れ
が
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
を
除
外
し
た
我
が
闘
家
財
政
地
方
財
政
の
貨
の
姿
で
あ
る
。

か
く
て
臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
以
外
の
財
政
を
一
遁
り
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
そ
の
も
の
を
明
か

に
し
た
い
の
で
あ
る
。

第
三

臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
の
成
立

臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
は
弐
の
如
き
根
捺
法
規
を
布
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

臨
時
半
事
費
特
別
曾
計
法
(
昭
和
十
二
年
法
符
第
八
卜
五
枕
)



号事第

傍傑

支
那

4
費
二
閥
ス
ル
臨
時
半
事
費
ノ
合
計
ハ
一
般
ノ
歳
入
提
出
ト
匝
分
シ
事
件
ノ
終
局
迄
ヲ
一
曾
計
年
度
ト
シ
テ
特
別
ユ
之
ヲ
啓
一
珂
ス
。

一
般
曾
計
三
国
崎
ス
ル
川
内
海
軍
省
所
管
ノ
北
文
事
件
費
及
大
破
省
所
管
ノ
北
支
事
件
第
一
環
備
金
蛇
=
其
ノ
財
源
ュ
充
ヴ
{
キ
寝
入
ハ
之
ヲ

本
合
計
品
移
シ
盤
国
内
ス
ョ

同J

則

• 本
法
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
(
昭
和
十
二
年
九
月
十
日
公
布
)

一
般
合
計
は
元
よ
り
特
別
合
計
の
凡
て
が
合
計
年
度
を
一
筒
年
と
定
め
て
ゐ
る
に
拘
ら
や
、
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
は
事
件
の
終

局
迄
を
一
合
計
年
度
と
定
め
て
ゐ
る

3

恰
も
「
大
正
三
年
臨
時
事
件
に
闘
す
る
臨
時
軍
事
費
」
が
!
一
箇
年
陀
亙
っ
て
了
曾
計
年
度
を

定
め
た
の
L
L
同
校
の
例
で
あ
る
。
更
に
一
日
立
す
べ
き
は
、

一
般
命
日
討
に
悶
却
す
る
限
海
軍
中
引
所
管
の
北
支
事
件
費
及
大
政
省
所
管
の
北

文
事
件
第
一
故
山
胴
令
一
蚊
に
北
ハ
の
財
拡
に
充
勺
べ
き
蔵
入
を
本
合
計
に
移
し
た
事
で
あ
る
。
刷
、
北
文
事
何
勃
殺
の
際
比
釦
七
十
一
間

帝
国
議
舎
に
於
て
一
般
合
計
追
加
預
算
、
と
し
て
事
件
費
を
支
耕
し
た
の
で
あ
る
が

北
支
事
件
が
支
那
事
時
況
に
鏑
大
ず
る
に
及
び
第

七
十
二
同
帝
閣
議
舎
に
於
て
は
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
を
創
設
し
従
っ
て
第
七
十
一
同
哨
園
議
舎
に
成
立
せ
し
事
件
費
を
一
般

Jg訂

よ
り
本
曾
計
に
移
し
整
理
す
る
事
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
臨
時
軍
裏
費
特
別
舎
計
珠
算
は
第
七
十
二
岡
帝
国
議
舎
に
成
立
し
た

の
で
あ
る
が
、
遡
及
し
て
第
七
十
一
同
帝
圏
議
舎
の
八
刀
を
も
含
む
事
と
友
っ
た
。

叉
第
七
十
三
岡
帝
闘
議
舎
に
は
更
K
臨
時
軍
事
費

特
別
舎
計
の
退
加
暗
闇
算
が
成
立
し
た
の
で
る
る
。

試
み
に
従
来
成
立
し
た
陥
時
軍
事
費
特
別
合
計
換
算
を
議
曾
毎
に
分
ち
、
使
注
と
財
源
と
を
示
す
と
第
三
表
の
如
く
に
な
る
。
大

酷
か
ら
云
っ
て
、
第
七
十
一
向
帝
国
議
舎
と
第
七
十
二
同
帝
園
議
舎
と
の
八
刀
が
昭
和
十
二
年
度
に
属
し
、
第
七
十
三
同
情
岡
議
合
の

分
が
昭
和
十
三
年
度
に
属
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

昭
和
十
三
年
度
強
算
を
諭

γ

第
凶
十
七
巻

ご白:

第

競

四
七



昭
和
十
三
年
度
珠
算
を
諭
ナ

五

回

第
三
蓑

第
四
十
七
巻

臨
時
半
事
費
特
別
舎
計
の
財
源
と
使
途
と
の
比
較
表
(
千
回
)

源 財(ロ)詑使(イ)
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王
八
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一
、
口
穴
玉
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Cコ

第

披

四
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エ
、
八
八
宮

六
六
、
五
回
A

Cコ'" 

Cコ

'" 

合

計

強

算

現

額

豆
一
唱
、
回
一
〕
穴

、
ヨ
一
ニ
、
六
七

プミ!七 一回、 l 、、、
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五二二二二ー孟L品目品-"斗」丸丸

一六、

g〔
届

園
口
、
口
口
一
回

=入、
Z
-
一ハ

一
豆
、
問
。
一

一
、
占
回
一
回

回
-
一
証
、
九
内

幸
晶
、
互
い
喧

一
、
白
{
〕
(
国

七
、
回
一
一
六
、
六
六
品

他
の
曾
計
に
る
つ
て
は
一
般
舎
計
と
云
は
や
特
別
合
計
と
一
玄
は
や
歳
出
を
款
項
目
に
分
ち
明
細
た
る
内
誇
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
る



る
が
、
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
は
共
の
本
質
上
よ
り
極
め
て
大
ま
か
な
る
分
類
を
施
し
て
ゐ
る
陀
止
ま
る
。
印
ち
臨
時
軍
事
費
の
一

款
の
下
に
陸
軍
陥
時
軍
事
費
、
海
軍
臨
時
軍
事
費
及
漆
備
費
の
三
項
を
設
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
昭
和
十
三
年
度
強
算
提
要
の
設
明

に
よ
れ
ば
、
開
軍
臨
時
軍
事
費
は
部
隊
の
汲
遺
維
持
、
作
戦
資
材
の
麿
急
整
備
、
航
窓
要
員
の
念
蓮
補
充
、
浩
呉
設
備
の
増
強
、
占

相
岡
崎
間
選
の
管
理
改
良
等
に
闘
す
る
材
料
費
争
計
上
し
、
海
軍
臨
時
軍
事
費
は
牒
舶
部
隊
の
波
澄
維
持
、
航
空
兵
力
及
軍
需
品
の
念
速
充

賞
、
工
作
通
信
補
給
共
他
各
種
施
設
の
念
建
整
備
等
に
関
す
る
経
費
で
あ
る
。
第
七
十
三
向
帝
閥
議
舎
の
分
を
見
る
に
、
際
軍
臨
時

軍
事
費
三
十
二
億
五
千
七
百
高
同
陀
し
て
海
軍
臨
時
軍
事
費
は
十
億
四
千
三
百
寓
闘
に
上
旬
珠
備
費
は
五
億
五
千
寓
闘
を
示
し
て
ゐ

;~) 
o 

一
般
品
目
討
に
於
て
陀
市
山
首
費
正
一
億
六
千
六
百
七
十
五
時
側
、

海
清
川
刊
費
六
億
八
千
三
十
八
高
闘
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、

こ
も
キ
Jhrn川

、
〈
唱
合
唱
ト

U
M同日

時
獄
事
費
特
別
ム
即
日
計
と
例
せ
者
〈
ね
ば
友
ら
ね
。

次
に
財
源
を
眺
め
る
と
、
公
償
金
が
第
一
位
を
占
め
六
十
八
億
八
千
七
百
五
十
四
高
闘
に
上
っ
て
ゐ
る
。
第
一
一
位
を
占
め
て
ゐ
る

の
は
租
税
で
あ
っ
て
、

一
般
曾
計
と
関
東
局
、
事
湾
線
督
府
、
朝
鮮
綿
替
府
、
出
件
太
臓
の
各
特
別
舎
討
と
よ
り
の
繰
入
、
北
支
事
件

特
別
授
の
形
を
と
り
四
億
四
千
五
百
五
十
三
高
闘
で
あ
る
。
第
三
位
を

ιめ
て
ゐ
る
の
は
官
業
収
入
で
る
っ
て
帝
園
鱗
道
特
別
合
計

通
信
事
業
特
別
合
計
の
形
で
五
千
六
百
寓
固
に
上
っ
て
ゐ
る
。
印
ち
事
境
費
の
財
源
は
起
債
の
み
で
友
〈
叉
新
増
税
の
み
で
友
〈
.

起
債
と
新
増
税
と
の
併
用
に
之
を
求
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
但
し
新
増
税
額
は
新
規
岡
債
の
利
子
の
二
倍
弱
と
在
っ
て
ゐ
る
。

以
上
、
臨
時
軍
事
費
特
別
舎
計
の
成
立
、
使
注
.
財
源
に
つ
い
て
説
明
し
た
の
で
あ
る
が
、
年
額
五
十
億
間
見
営
の
臨
時
軍
事
費

特
別
合
計
が
我
が
財
政
に
如
何
左
る
地
歩
を
占
め
て
ゐ
る
か
を
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
往
々
、
我
園
の
一
般
合
計
に
現
は
れ
た

る
三
、
三
十
億
園
の
金
額
を
以
て
我
図
の
平
時
の
財
政
力
な
り
と
し
従
っ
て
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
を
過
大
腕
す
る
人
あ
り
、
叉
之

昭
和
十
三
年
度
環
算
を
論
ず

第
四
十
七
巻

三
五
五

第

競

四

九



昭
和
十
竺
年
度
珠
算
を
諭
ず

第
四
十
七
巻

一
五
六

骨主

披

主Z

O 

に
反
し
臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
に
つ
き
何
等
の
顧
慮
を
携
は
友
い
人
が
あ
る
。
年
相
五
十
億
闘
の
財
源
を
調
建
し
更
に
此
を
充
分
に

使
ひ
と
-
た
す
事
は
相
営
の
努
力
を
要
す
る
の
で
あ
る
、

こ
れ
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
を
軒
視
し
得
・
た
い
所
以
で
あ
る
。
然
し
我
閣
の

五
常
の
財
政
カ
は
決
し
て
-
一
、

三
十
億
闘
の
僅
少
訟
も
の
で
た
〈
従
っ
て
関
民
の
協
力
宜
し
き
》
得
れ
ば
之
を
消
化
し
得
名
ム
」
云
ふ

の
が
虞
相
で
あ
っ
て
、
現
費
は
之
争
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
の
剖
ち
我
閣
の
財
政
の
一
肌
は
弐
の
如
く
に
之
を
附
一
一
不
ナ
る
事
が
刊
来
る
。

十

王五

i怠

困

~ 
F、

十

f意

'¥. 

一
、
)
~
』

m
h
t
A
と
」
」
一
て
べ
川
崎
別
可

一
』
-
合
計
占
地
方
財
砥
L
-
隣
同
町

一f
t
軍

事

掛

特

別

令

計

一

百

十

七

億

関

ィ)

自首

合

言|

八 一

中子暗主

別舎
曾計
計 正

)
 

、
J
 ，、

;:11'八一
!t.中#争時間
政則合l

合計l

言十と

』也十

国

七

十

信:

園

卸
ち
イ
の
一
般
合
計
三
十
五
億
闘
の
み
が
我
が
財
政
の
幅
で
あ
っ
た
の
に
、
共
れ
に
本
舎
計
四
十
九
億
闘
が
加
は
っ
た
と
見
る
の

は
間
態
で
あ
っ
て
、
ハ
の
七
十
八
億
闘
の
財
政
生
前
の
上
に
本
合
計
四
十
九
億
聞
が
加
は
っ
た
k
見
る
の
が
問
題
の
躍
相
で
あ
る
。

(
 

創
ゆ
り
事
務
に
工
旬
我
国
の
財
政
生
前
が
十
五
割
品
回
附
し
た
の
で
た
〈
六
割
檎
し
た
と
見
る
の
が
雫
営
で
あ
る
。
と
れ
掲
犬
論
bq-
排
十
る

所
以
で
あ
る
。
然
し
何
分
に
も
五
十
億
聞
を
消
化
す
る
事
は
財
源
と
使
注
と
の
上
に
於
て
相
営
の
努
力
を
要
す
。
と
れ
徒
ら
宏
旬
。
師
腕

明
論
に
も
興
し
難
い
所
で
も
る
る
。

第
四

買
行
操
算
に
よ
る
節
約

臨
時
軍
事
費
特
別
脅
均
は
一
部
の
論
者
が
云
ふ
様
左
大
左
る
副
作
用
を
持
つ
也
の
で
は
友
い
が
、
叉
同
時
に
決
し
て
之
を
軒
腕
す



る
事
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
は
皇
軍
の
目
的
を
迷
す
る
矯
め
に
必
主
的
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
合
計

を
し
て
充
分
横
倒
的
に
活
躍
せ
し
む
る
矯
め
に
は
な
る
べ
く
他
の
方
面
に
於
て
節
約
を
は
か
り
以
て
こ
れ
が
補
償
を
は
か
ら
ね
ば
た

ら
ね
。
乙
れ
臨
時
市
事
費
特
別
合
計
以
外
の
合
計
邸
主
ノ
一
般
合
計
及
特
別
合
計
に
於
て
節
約
を
必
要
と
す
る
所
以
で
る
る
。
こ
れ
財

政
の
積
極
性
で
あ
る
。

昭
和
十
三
年
度
換
算
を
編
成
す
る
に
営
り
事
総
関
係
施
設
は
出
来
得
る
限
り
之
が
充
賞
を
則
す
る
事
と
し
た
が
、
札
パ
他
の
諸
経
費

に
至
っ
て
は
緊
急
な
る
も
の
を
除
い
て
は
品
川
ん
ど
之
が
計
上
を
見
合
は
し
売
の
℃
あ
る
。
然
る
忙
附
和
十
三
年
度
諜
算
の
進
行
の
時
四

巾

ωち
昭
何
十
一
二
年
六
月
-
一
卜
八
日
の
悶
誌
に
於
ご
点
一
史
物
資
需
給
の
、
迎
合
と
消
費
削
約
の
徹
底
止
を
期
す
る
潟
め
に
進
行
中
の
一
明

利
す
三
年
度
の
成
立
換
算
に
う
さ
更
に
前
約
を
行
ふ
て
賀
行
珠
算
JP一
作
製
し
た
の
で
あ
る
c

大
出
削
蛍
局
の
説
明
に
よ
れ
ば
重
要
物
資
を
需
要
す
る
事
業
又
は
戟
争
遂
行
上
に
直
接
必
要
で
な
い
不
念
事
業
等
の
中
止
繰
延
託
行

っ
た
外
に
事
務
費
等
に
つ
き
相
営
に
節
約
し
た
の
で
あ
る
が
、
直
接
戦
争
忙
関
係
あ
る
経
費
、
生
一
首
力
樹
充
に
闘
す
る
粧
品
耳
、
総
出

振
興
に
閲
す
る
経
費
等
に
つ
い
て
は
手
を
繍
れ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
節
約
は
三
つ
の
方
法
で
行
は
れ
た
。
第
一
は
陥
減
傾
で
あ
っ

て
昭
和
十
三
年
度
珠
算
賞
行
上
之
を
不
用
と
・
な
す
の
で
あ
る
。
第
二
は
繰
延
初
で
あ
っ
て
附
和
卜
=
一
年
度
に
於
て
は
一
旦
之
を
不
川

と
爆
し
共
の
縁
民
に
つ
い
て
は
開
和
十
問
年
度
概
算
決
定
の
際
に
併
せ
詮
議
す
る
の
で
あ
る
。
第
三
は
繰
越
縦
で
あ
っ
て
昭
和
十
三

年
度
に
於
て
は
之
を
支
出
せ
や
迫
っ
て
繰
越
の
手
績
を
経
た
る
上
之
を
昭
和
十
阿
年
ー
反
へ
繰
越
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
種
の
方
法

に
於
て
賞
行
後
算
を
作
裂
し
市
約
し
得
た
る
金
額
は
第
四
表
に
一
不
ナ
如
〈
で
る
る
。

昭
和
十
一
一
一
年
度
橡
算
を
諭
ず

第
四
十
七
を

矛王

4三

第

銃

王五
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昭
和
十
三
年
度
強
算
を
論
ず

第
四
表

昭
和
十
=
一
年
度
一
般
舎
計
及
各
特
別
合
計
節
約
額
表
(
千
閲
)

計

l喰

書H

繰

主主

宮市

要
す
る
に
一
般
曾
計
の
節
約
制
は
一
億
μ

一
千
三
百
八
十
四
高
闘
で
あ
り
、

大 内外

司 i!i'陀

寂 務務

行省省

第
四
十
七
巻

領

-b 一一四-t~~ー ノ、 cコ

量 七 回 一 量 三
一 cコ 寸d 二一 :f，-コ Cコ-t:: cコ

ヨ三

三
五
八

第

披

ヨ王

十

一一三、八四一

三口一、ニ一一一一

二口、五回一

品、口き一

司一五

J
S
L

ニ耳、
U
口一一

一八、口七九

七、七九口

一九五、一七
D

四一}一五、(〕六回

一八一
1
A
Z
五

一
般
合
計
と
特
別
管
計
と
を
通
じ
て
の
純
節
約
制
は

工林 部

行省省

億
五
千
一
一
百
三
十
三
高
耐
と
た
る
。
試
み
に
一
般
合
計
の
節
約
制
を
各
符
別
に
示
す
と
第
五
一
衣
を
得
る
事
が
問
来
る
。

第
五
衰
昭
和
十
一
二
年
庭
一
般
曾
計
歳
向
節
約
額
所
佐
別
表
(
千
回
)

一

、

=

一

七

八

一

軍

省

き

、

ニ

一

一

一

也

一

文

二

、

七

三

一

軍

省

三

一

〕

、

一

七

回

一

農

一

一

唱

、

九

四

一

一

一

一

法

行

一

一

会

一

一

向

額

一、一石九

九、一一一一

二、七七五

誠
一
信

拓

務

厚

生計

省省行

三、五七回

一、二五一一一

ユ、ロロ七

一三=一、人四一



=
一
十
五
億
一
千
四
面
五
十
二
高
闘
の
一
般
合
計
換
算
に
於
て
一
倍
三
千
三
百
八
十
四
寓
闘
の
節
約
を
す
る
事
は
僅
か
に
凶
パ

1
セ

• 

ン
ト
弱
の
節
約
に
過
ぎ
や
、
組
め
て
何
々
た
る
も
の
か
も
知
れ
友
い
。
然
し
岡
債
費
(
五
日
八
千
百
七
十
九
高
閲
)
、
年
金
及
恩
給
こ

億
九
千
四
百
三
十
一
高
一
千
同
三
柿
幼
費
(
三
位
八
千
二
百
一
高
凶
)
、
臨
時
限
事
費
特
別
合
計
へ
の
繰
入
(
一
一
一
俗
千
七
百
十
六
高
同
)

軍
事
扶
助
費
(
五
千
四
百
ト
九
寓
附
)
、
潟
都
相
場
の
鑓
動
に
北
川
〈
経
費
(
七
千
三
百
十
五
寓
凶
)
、
岡
庫
殻
備
金
(
八
千
高
岡
)
等
の
的

一
位
三
千
三
百
八
十
阿
寓
附
の
節
約
と
云
へ
ば
大
蔵
符
始
め
谷
川
刊
が
相
営
の
努
力
を

減
の
徐
地
の
左
い
も
の
を
除
き
考
慮
す
る
と
、

榊
っ
た
結
川
市
と
し
て
生
み
川
し
た
金
初
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
財
政
の
消
倒
仕
が
行
は
れ
政
府
の
蹴
引
力
の
減
少
と
左
っ
て
物
債
の
上

に
も
四
世
町
い
て
〈
る
の
で
あ
る
。

第
五

昭
和
十
四
年
度
鷺
算
の
展
望

昭
和
十
=
一
年
度
珠
算
は
金
額
の
大
な
る
難
に
於
て
劃
期
的
で
あ
り
成
立
の
経
過
に
於
て
殺
雑
な
る
も
の
で
あ
る
。
臨
時
軍
事
費
特

別
合
計
に
於
て
財
政
の
積
極
性
を
務
部
す
る
と
共
に
共
他
の
一
般
合
計
及
特
別
合
計
に
於
て
財
政
の
治
組
性
を
進
め
以
て
膨
脹
財
政

の
副
作
用
を
・
避
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
し
抽
出
算
は
飽
く
ま
で
珠
算
で
あ
っ
て
要
は
珠
山
手
の
実
現
に
存
し
て
ゐ
る
。
昭
和
十
三
年
度

も
生
・
ば
に
近
か
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
が
、
幸
に
し
て
物
姿
調
整
共
他
の
政
策
に
よ
っ
て
大
し
た
物
償
勝
賞
も
見
守
歳
出
張
算
を
順
調
に

進
め
て
ゐ
る
の
は
何
よ
り
で
あ
る
。
叉
閣
債
の
消
化
も
貯
蓄
奨
励
運
動
と
ま
っ
て
好
都
合
に
運
び
、
租
税
枚
入
も
或
程
度
ま
で
の
白

然
増
収
を
伴
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
歳
入
漁
算
も
預
定
通
り
に
動
い
て
ゐ
る
詩
で
あ
る
。

昭
和
十
四
年
度
珠
算
の
編
成
は
一
に
時
局
の
進
展
如
何
に
か
か
っ
て
ゐ
る
。
事
経
中
心
に
経
費
を
支
山
附
し
て
行
〈
事
、
公
債
中
心

昭
和
十
三
年
度
珠
算
を
諭
ず

第
四
十
七
巻

まE

ブU

第

銃

互五



昭
和
十
三
年
度
激
算
を
論
ず

第
三
十
七
巻

/、

O 

第

扱

五
凶

に
財
源
を
調
達
し
て
行
く
事
に
於
て
は
昭
和
十
三
年
度
抽
出
算
と
異
る
所
が
無
か
ら
う
。
然
し
閥
伯
利
子
、
年
金
及
恩
給
、
銃
後
施
設

共
他
に
経
常
費
の
品
川
口
加
す
る
は
免
れ
難
い
所
で
あ
る
。
経
常
費
の
増
加
に
封
ず
る
手
宛
て
と
し
て
経
常
財
政
を
調
達
す
る
事
、
と
れ

が
昭
和
十
四
年
度
の
抽
出
算
に
興
へ
ら
れ
た
る
重
要
注
る
課
題
で
あ
る
。
増
収
を
作
ふ
税
制
改
革
が
考
へ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
経
常

財
源
の
泌
養
、
こ
れ
が
国
債
の
消
化
を
促
進
す
る
所
以
で
も
あ
る
。

戦
時
財
政
に
於
け
る
榊
従
に
は
-
一
律
類
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

一
は
一
時
に
区
制
の
桝
悦
を
行
以
戦
伐
の
心
一
な
か
ら
古
る
部
分
を
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『
刈
て
て
日
此
付
事
」
か
中

常
枕
と
は
一
長
一
短
が
あ
る
が
、
昭
和
十
四
年
度
の
珠
算
で
問
題
と
在
る
の
は
IA
ろ
経
常
税
の
意
味
で
の
増
税
ぜ
あ
る
。

現
行
の
我
が
園
税
は
基
本
税
法
の
他
に
過
去
一
筒
年
半
の
聞
に
臨
時
租
税
増
徴
訟
と
北
支
事
件
特
別
税
法
と
支
那
事
焚
特
別
税
法

と
臨
時
利
得
役
法
改
正
法
律
と
臨
時
租
枕
措
置
法
と
の
丘
つ
の
陥
時
税
法
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
中
、
臨
時
租
税
措
世
法
は
暫

〈
措
き
、
北
文
事
件
特
別
税
法
は
段
止
せ
ら
れ
た
か
ら
之
を
除
雪
、
結
局
の
川
は
梨
本
抗
日
訟
と
臨
時
租
税
制
川
徴
訟
と
支
那
事
政
』
特
別

税
法
と
臨
時
利
得
税
法
と
が
交
錯
し
専
門
家
で
無
け
れ
ば
国
民
の
負
捨
閥
係
を
一
止
確
に
現
餅
し
得
た
い
桜
に
た
っ
て
ゐ
る
。
筆
者
の

希
望
を
云
へ
ば
、
恒
久
的
の
基
本
税
法
と
臨
時
枕
の
支
那
事
媛
特
別
役
法
と
の
一
一
本
建
て
に
で
非
常
時
給
制
を
組
織
す
べ
き
で
あ
る
。

慌
久
的
の
恭
一
本
一
税
法
と
臨
時
的
の
支
那
事
鑓
特
別
視
法
と
の
悶
に
介
有
す
る
半
臨
時
的
と
し
て
宇
和
久
的
な
る
，
陥
時
租
税
増
徴
法
の

規
定
は
原
則
と
し
て
之
を
基
本
枇
法
の
中
に
組
入
る
ぺ
き
で
る
る
。
昭
和
十
四
年
度
に
根
本
的
険
制
改
革
を
行
ふ
の
で
あ
れ
ば
、
も

と
よ
り
臨
時
租
税
増
徴
法
は
廃
止
せ
ら
れ
る
事
と
た
り
問
題
で
な
い
。
も
し
恨
本
的
品
川
制
改
革
を
普
く
延
期
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
臨

時
枕
訟
を
庭
却
す
る
第
一
段
の
方
法
と
し
て
臨
時
租
税
増
徴
法
を
庖
世
ナ
べ
き
で
あ
る
。

昭
和
十
四
年
珠
算
に
は
種
々
の
詑
文
も
あ
ら
う
。
租
税
問
題
も
共
の
京
製
た
る
一
た
る
事
を
明
か
に
し
た
い
。


